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第２回清瀬市使用料審議会会議録（要旨） 

 

会 議 名：第２回清瀬市使用料審議会 

 

事 務 局：企画部財政課財政係 

 

開催場所：男女共同参画センター４階会議室１ 

日 時：平成２５年１０月２日（水曜日）午後６時３０分～午後８時３０分 

 

出 席 者：委員１０名（辻会長、内野会長職務代理、堀委員、小俣委員、川原

委員、木下委員、稲田委員、堀川委員、梅原委員、金子

委員） 

その他６名（企画部長、財政課長、子育て支援課長、財政課財政係

長、他２名） 

欠 席 者：０名 

傍聴者数：０名 

 

会議次第 

１．開会 

２．第１回議事録（要旨）の確認 

３．議題 

  （１）認可保育園における保育料適正化について 

  （２）その他 

４．閉会 
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審議経過 

１．開会 

  会長より開会の挨拶 

 

２．委員紹介 

  前回欠席の木下委員及び稲田委員による自己紹介 

 

３．前回会議録の確定について 

  会長が各委員に対して確認し、原案のとおり可決され、確定。 

 

４．議題 

（１）認可保育園における保育料適正化について 

  事務局より下記の資料について説明 

・資料３ 「非課税世帯の状況」 

・資料４ 「各階層別収入額表」 

・資料５ 「現保育料と徴収割合 49.0％・50.0％の比較【総括表】」 

・資料５－１－１～９ 

「現保育料と新保育料の単価及び改定額と上昇率【49.0％】」 

・資料５－２－１～９ 

「現保育料と新保育料の単価及び改定額と上昇率【50.0％】」 

  

（委員からの意見・質問）【「⇒」以降は事務局の回答】 

・資料３を見ると、Ｂ階層の収入は、Ａ階層である生活保護世帯とあまり変

わらないので、この層から徴収するのは良くないのではないか。 

・他市の階層区分の平均が２３階層との話だが、清瀬市の階層区分も増やし

ても良いのではないか。 

・国の最高階層区分である第８階層の幅に対応するのは、清瀬市ではＤ１７

階層しかないと思う。また、国の第８階層に当たる世帯の場合、３歳未満

児の第１子の保育料を５万以上市が肩代わりしている。一方、Ｂ階層につ

いては、保育料を０円に抑えても９，０００円しか肩代わりしていない。

応能負担の考え方から言うと、例えば国の第８階層の基準である所得税課

税額が７３４，０００円で区切る等、全体的に階層を今よりも丁寧に設け

ても良いのではないか。 

・Ｄ１２階層とＤ１３階層で改定額に開きがあるが。 

⇒張り付いている人数によって開きがあるためである。 

・月額の給食代はどれ位か。 
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⇒賄い代として払っているが、１園あたり年間２００万円から７００万円

である。園によって定員数が違うが、１人あたり月平均５，６００円であ

る。 

・賄い費は、保育料とは別に保護者が支払っているのか。 

 ⇒賄材料費として予算計上しており、保育料とは別に支払ってもらってい

る訳ではない。また、保育料は、保育園でかかる運営費の一部を負担して

いただいているものである。 

・第３子としての保育料が適用される条件としては、３子が同時に保育園等

に通園してないといけない。例えば、第３子であっても歳が離れていて１

人しか保育園等に入園していない場合には、第１子の保育料が適用される。

なお、第３子としての適用については、所得税課税額は関係ない。 

・市財政力が２６市の中で低い方にも関わらず、国徴収基準に対する市徴収

基準の割合（以下、「徴収割合」という。）が４７．６％であり、他市よ

りも低いということは、市の財政事情を苦しくしているので最低でも２６

市平均の徴収割合４９．０％に改定すべきだと考える。 

・前回の使用料審議会の６年前と比べて、所得階層人数に変化はあるか。 

⇒基本的に変更はないと認識している。 

・Ｂ階層とＣ階層の具体的な違いが不明である。 

⇒市民税を課税する所得基準と所得税を課税する所得基準の差によるも

のである。市民税の課税基準の方が低いため、Ｂ階層は、市民税及び所得

税のいずれも課税されていない世帯。Ｃ階層は、市民税の均等割又は所得

割のいずれかでも課税されおり、所得税が課税されていない世帯となる。 

・Ｂ階層を分けている自治体はあるのか。 

 ⇒資料２（前回資料）Ｐ．１２を見ていただくと、ひとり親家庭等で区分

している自治体もある。 

・Ｃ階層は、既に保育料を徴収している。Ｂ階層の保育料を徴収せず、Ｃ階

層を改定してしまうとＢ階層とＣ階層間での保育料の差が今よりも大き

くなってしまうので、Ｃ階層の保育料は据え置いた方が良いのではないか。 

・保育料の滞納状況を教えてほしい。 

 ⇒平成２４年度現在では、総額で１，２００万円位滞納がある。なお、現

年度分の保育料をいかに過年度に回さないかの取り組みが一番重要だと

考えている。児童手当が支給される月頃に過年度の滞納者に対して、催告

状を送っている。また、組織改正により平成２４年度から新しく徴収課を

設け、滞納繰越分の事務分掌を徴収課に移管し、保育料の徴収について連

携を図っている。 

・消費税が平成２６年４月から８％になることが決定した。保育料の改定時
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期については、消費税８％に慣れた位の１年後という案もあるかと思うが、

平成２７年１０月に１０％が上がることも予想され、２年後又は３年後に

改定という答申を出す訳にもいかないが、消費税が８％に改定されるタイ

ミングで保育料を改定するのも忍びない。しかし、保育料を改定しないと、

保育園運営費が増加する中、市の負担が増え、その分が他の福祉に影響が

出てきてしまうのではないか。 

 

（決定事項） 

今後の審議会の進め方について以下の方針を決定した。 

・Ａ階層と収入額があまり変わらないＢ階層からは、現行どおり保育料

を徴収しない。また、Ｂ階層と既に保育料を徴収しているＣ階層の間

で保育料の差を大きくしないためにＣ階層の保育料は据え置く。 

・徴収割合は、２６市平均の４９．０％を目途とし、保育料の改定を 

検討する。 

・所得階層の細分化を検討する。 

・改定幅の特徴は、資料５－１－１（改定率均等）、資料５－１－２ 

（中間層縮小、高階層拡大）を基本とする。 

 

（２）その他 

第３回の審議会の日程は、下記のとおり変更となった。 

   ・第３回：平成２５年１０月２４日（木）午後６時３０分～ 

第４回の審議会の日程は、下記のとおり決定した。 

   ・第４回：平成２５年１１月２８日（木）午後６時３０分～ 

 

５．閉会 

 


